
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        煙樹ヶ浜から日ノ御埼を望む 撮影：御坊支部 尾﨑達哉さん 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様、お元気で業務に励んでおられる事と存

じます。 

ご承知の通り本年は行政書士法制定６０周年とい

う節目の年に当たります。 

昭和２６年２月２２日に行政書士法が制定され、

我々先輩諸氏が様々な形で努力され、今日に至ってい

るものであります。その間、高度成長やバブル経済に

日本国が輝きを増し、豊かな社会を形成してきたので

ありますが、そのバブルも崩壊し、日本経済は今やＧ

ＮＰにあっては中国に抜かれ、不況の一番底を経験し、

政権は交代し、正に不安定極まりない日本国に成り下

がってしまいました。 

世界の経済が中国一国の繁栄ではどうにもならな

い現状にあって、予想されている何年か先に中国バブ

ルが崩壊したならば、日本経済は無論アメリカも計り 

 

 

知れない打撃を受ける事は自明の理であろう。 

この様な社会にあって、我々行政書士はどのように

立ち向かえば良いのか本会としては正念場と考えて

います。 

この苦しい時に、どうして社会貢献なのか？ 

しかし乍、敢えて行政書士の社会的地位の向上に向け

て、ＡＤＲ及び成年後見に取り組む覚悟であります。 

幸い、本年５月２５日行政書士ＡＤＲセンター和歌

山は法務大臣認証を取得する事が出来ました。 

 今後も会員皆様のご理解ご協力をお願いする次第

であります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

＊開催日時 平成２２年５月２９日（土） 

午後１時３０分より３時２０分 

＊開催場所 和歌山市屋形町２丁目１０番地 

ルミエール華月殿 ５F「八州」 

１．議決権の表示 

  (1)会員総数 ３５９名 この議決権数 ３５９個 

  (2)本日の出席者総数 ２５９名 

（本日の出席者６６名、委任状によるもの１９３名） 

  (3)この議決権数   ２５９個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．黙  祷 

２．開会の辞 

   武田副会長 

３．会長挨拶 

  会員各位にお礼の言葉を述べ、行政書士ＡＤ

Ｒセンター和歌山が法務省で認証された旨の報

告と挨拶 

４．表彰状授与 

 (1)和歌山県行政書士会会長の表彰状授与及び記念

品贈呈 

会長表彰受賞者（小川廣行会員、新井悠喜

雄会員、小谷正会員、早田賢治会員）の紹介

を行い会長より表彰状と記念品授与 

      会長感謝状受賞者（岩橋靖子会員、唐津麻

尚三会員）の紹介を行い、会長より各人に表

彰状と記念品を授与 

   永年表彰受賞者（尾崎達千会員）欠席者（田

中康麿会員、志村亘美会員、堅田紀代美会員、

松下哲也会員、島野茂樹会員）の紹介、会長

より各人に表彰状と記念品授与 

５．受賞者代表謝辞 

   受賞者を代表し、新井悠喜雄会員より謝辞。 

６．議長、副議長の選任 

   議長に藪脇幹会員（田辺支部）副議長に尾

崎達哉会員（御坊支部）の両会員、議長及び

副議長より就任の挨拶 

７．議事録作成者、議事録署名者の指名 

議事録署名人に、笠野義二会員、青木俊典 

会員（両名、和歌山市支部） 

８．議案審議 

（イ）第１号議案 

 平成２１年度事業報告承認の件および第２

号議案平成２１年度決算報告承認の件（監査

報告を含む） 

（ロ）第３号議案平成２２年度事業計画案承認の

件および第４号議案平成２２年度予算案承認

の件 

９．閉会の辞  西山副会長 

 

 

 

 

 

 

 

＊開催日時  平成２２年５月２９日（土） 

午後４時００分～４時４５分 

＊開催場所  和歌山市屋形町２丁目１０番地 

    ルミエール華月殿６F「富士」 

＊議決権の表示 

   (1)会員総数 ３３７名、この議決権数３３７個 

   (2)本日の出席者総数 ２２１名 

 （本日の出席者５９名、委任状によるもの１６２名） 

   (3)この議決権数  ２２１個 

 

１．開会の辞 

    坂口導功幹事長 

２．支部長挨拶 

   笠野支部長 

３．議長、副議長の選任 

   議長に寺村創会員、副議長に湯川芳章会員を

指名 

４．議事録作成者、議事録署名者の指名 

   議事録作成は事務局、議事録署名者に笠野義

二会員、青木俊典会員の両会員 

５．議案審議 

    第１号議案平成２０年度活動経過報告承認

の件並びに第２号議案平成２０年度決算報告

承認の件（監査報告を含む） 

     第１号議案と第２号議案を一括上程 

  採決の結果、第１号議案第２号議案、挙手多

数により原案通り可決承認 

    第３号議案平成２２年度運動方針案承認の

件及び第４号議案平成２２年度予算案承認の

件 

   第３号議案と第４号議案を一括上程 

  採決の結果、第１号議案第２号議案、挙手多

数により原案通り可決承認 

６．閉会の辞 

  宇和副支部長 



 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度第１回理事会 

 

・日 時 平成２２年４月２３日（金） 

 PM 2：45～5：30 

・場 所 和歌山ビック愛 504 号室 

・出 席 者 

〈会 長〉笠野義二 

〈副会長〉宇和 譲、武田全弘、西山悦雄、池田卓司 

〈理 事〉加藤達哉、小川廣行、青石裕之、阿部杏子、 

新井悠喜雄、及川成昭、神﨑さおり、 

坂田初美、髙川泰延、福島 功、森本芳宣、

小谷 正、﨑山栄二、寺村 創、尾崎達哉、

湯川芳章、藪脇 幹、中田さつき                                  

以上２３名 

〈オブザーバー〉(監事)  山本能久、河野重則 

月山顧問弁護士、浦 祐輔新東支部副支部長 

 

＊審議内容 

第１号議案 

 平成 22年定時総会への上程議案について 

①平成 21年度事業報告承認の件 

②平成 21年度決算報告承認の件（監査報告） 

③平成 22年度事業計画案承認の件 

④平成 22年度予算案承認の件 

採決の結果、第 1号議案は異議なく原案通り可

決承認された。 

第２号議案  平成 22年被表彰者承認について 

採決の結果、第 2号議案は異議なく原案通り可

決承認された。 

第３号議案 役員選任規則の一部改正について 

採決の結果、異議なく第3号議案は可決承認さ

れた。 

第４号議案 議事運営委員の選任について 

      採決の結果、異議なく第 4号議案は会長一任で

可決承認された。 

第５号議案 総会までの予算執行について 

   採決の結果、第 5号議案は異議なく可決承認さ

れた。 

第６号議案 知的財産権委員会の名称変更について 

採決の結果、第 6号議案は異議なく可決承認さ

れた。 

第７号議案 県知事に対しての措置要求について 

採決の結果、第 7号議案は異議なく原案通り可

決承認された。 

 

２．協議事項 

①ホームページに掲載する写真の提供について 

②本会総会と日政連和歌山県支部大会の開催方法

について 

 

３．報告事項 

①委員補充の報告について 

②中央研修所事業計画について 

③ホームページ上の車庫証明登載希望者名簿につ

いて 

④宅建協会との協定書について 

⑤裁判の結果について 

⑥補助者登録抹消処分について 

⑦ＡＤＲ認証申請について 

⑧会費徴収のマニュアルについて 

⑨成年後見に係る一般社団法人の設立について 

⑩行政書士会が行う官民からの業務委託について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 第１回幹事会 

・開催日時 平成 22年 4月 23日（金）PM  1:15～2:05 

・開催場所 和歌山ビック愛５Ｆ ５０４号室 

出 席 者 

〈支部長〉 笠野義二 

〈副支部長〉武田全弘、西山悦雄、宇和 譲 

〈副幹事長〉髙川泰延 

〈幹 事〉加藤達哉、小川廣行、及川成昭、 

坂田初美、森本芳宣、池田卓司、 

小谷 正、﨑山栄二、尾崎達哉、 

藪脇 幹 

〈オブザーバー〉 

新井悠喜雄監事、浦 祐輔（矢口幹事代理） 

                          以上１７名 

〈欠席者〉坂口導功、矢口矩生 

 

＊議案審議 

第１号議案 平成 21年度活動経過報告承認の件 

第２号議案 平成 21年度決算報告承認の件 

(監査報告) 

    以上、一括上程 

採決の結果、第 1号議案及び第 2号議案は

異議なく原案通り可決承認された。 

第３号議案 平成 22年度運動方針案承認の件 

第４号議案 平成 22年度予算案承認の件 

    以上、一括上程 

採決の結果、第 3号議案及び第 4号議案は

異議なく原案通り可決承認された。 

第５号議案 参議院議員選挙の件 

採決の結果、第 5号議案は異議なく可決承

認され、和歌山選挙区は自民党の鶴保庸介氏、

民主党の島くみこ氏の２名、全国区の比例は

民主党の秋元司氏を推薦することに決定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       
 

 

【総務部】 
・日時・場所 平成２２年６月２３日（水） 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①補助者規則事務処理要領について 

   補助者が補助者規則第４条及び第６条に抵触

するおそれがないか確認するため、補助者採用届

の事務処理に関して必要な事項を定め、新たに補

助者規則事務処理要領を設け、次回の理事会に提

出する。 

②会員証の有効期限について 

   会員証の更新案内を事務局にお願いしたいと

の要望について検討する。現在、有効期限は５年

で、会員の誕生日を期限日としているため、事務

局で事前案内を行うには多くの労力を要するた

め、期限の管理は現状どおり各会員が行うものと

する。 

③総会での質問・要望について 

  ・政連の大会を先に開催する件 

会長選挙のない年の総会は、政連の後に開

催することは可能である。平成２４年の開催

に際して、総務部等で検討する。 

  ・質問書の事前提出の必要性 

     質問に対して、的確に回答するために事前

提出は必要である。 

④名義貸しのおそれのある会員について 

  ・那賀支部会員の補助者について 

     補助者証の返還があった旨を報告する。 

・和歌山市支部会員について 

     会員が長期海外に滞在しており、その期間

も補助者等が行政書士業務を行っているお

それがある。業務に関する帳簿等関係書類を

調査するとともに、海外での滞在時期やその

期間の業務状況等を確認する。 

⑤人権研修会の開催について 

  ９月頃に田辺で開催。 

来年３月１５日以降に和歌山で開催。 

⑥新入会員研修の開催について 

   今年度から、東京からのインターネットによる

ライブ配信での全国一斉開催となる。企画部が担

当する全国研修も同様の形式となるため、会場の

選定等、企画部と協力する。 

⑦その他 

  法制定６０周年記念式典の開催について 

平成２３年総会後の懇親会と合同又は、ＡＤ

Ｒ認証記念式典と合同での開催を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

【広報部】 
・日時・場所 平成２２年６月２１日（月） 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①ＡＤＲ認証記念事業について 

ＡＤＲ記念講演・祝賀会を企画する。 

開催時期：８月初旬 講演：稲葉一人教授 

対象者：県民（一般）・官公庁等職員・会員 

②今後の活動について  

ＡＤＲ記念講演に向けての広報を行う。 

合同機関、各関係機関、メディア関係にパンフレ

ットの配布。県相談センターネットワーク、テレ

ビ和歌山、ラジオ、新聞等、一般の参加も含め広

く広報する。但し、予算内での企画とする。 

 

 

【監察部】 
・日時・場所 平成２２年７月１４日（水） 

本会事務局 

＊議 題 

①官民境界確定申請書作成について 

土地家屋調査士・測量士等業務の付随として作成

できると思っているので、県下の市町村に委員会

として訪問し、行政書士の業務であることを認識

してもらう。 

②一部の脱会会員について 

 行政書士事務所の看板を抹消するように、会長よ

り警告文を郵送する。 

③メイスンキタニの広告について 

 「役所等への工事申請代行」の広告文を抹消する

ように、会長より警告文を郵送する。 

 

 

【企画部】 
・日時・場所 平成２２年７月８日（木） 

ＰＭ３：００～４：００ 本会事務局 

＊議 題 

①平成２２年度事業実施について 

・法定業務研修について 

 公証役場の利活用について、講師を浦先生

（公証人）にお願いする。 

・全国（伝達）研修について 

    本会としては、リアルタイムによる研修は

避け（回線障害の危険性を考慮し）後日、Ｄ

ＶＤで行うことにする。 

  ・行政法特別研修について 

     平成２２年１０月から平成２３年２月に

計８日間の研修を予定し、本会ＨＰで告知を

する。 

  ・懇親会について 

     予算状況を見ながら９月に検討する。 



 
 

 

【業務部】 
・日時・場所 平成２２年７月１３日（火） 

ＰＭ３：００～５：００ 本会事務局 

＊議 題 

①ワーキンググループの活動について 

現存する農地・産廃・風俗ワーキンググループ

を起動し、会員からの要望に対応していく。 

②中小企業応援センター事業に係る対応について 

  行政書士業務新規開拓に繋がるのかどうか、

(財)わかやま産業振興財団を訪問する前に、産業

振興センターを訪問する。 

③総会質問事項に対する対応について 

  ワーキンググループ（農地グループ）での対応

を予定する。 

 

 

【実務研修委員会】 
・日時・場所 平成２２年４月６日（火） 

ＰＭ３：００～３：５０ 本会事務局 

＊議 題 

①平成２１年度事業報告 

  研修会実績 

第一回 平成２１年５月  

「宗教法人の管理、運営について」 

第二回 平成２１年６月  

「入管業務における収容・送還に関する取扱

いの現地研修」 

第三回 平成２１年９月 

「相続・遺言について」 

第四回 平成２１年１１月 

   「風俗営業（ラウンジ関係）について」 

第五回 平成２２年１月 

   「運輸業務とこれからの流れについて」 

第六回 平成２２年２月 

「農地法改正」 

第七回 平成２２年２月 

「運輸業務」 

②平成２２年度事業計画案 

２２年 ５月  建設業  

  ２２年 ７月  産廃 

  ２２年 ９月  告発状 

  ２２年１１月  入管 

  ２３年 １月  土地開発 

上記の研修会開催を予定する。 

③平成２２年度予算案 

   予算書に基づき了承する。  

 ④理事会への上程事項 

 

 

【女性部会】 
・日時・場所 平成２２年４月２０日（火） 

本会事務局 

＊議 題 

①女性部会無料相談会の実施について 

  ・６月から３月まで毎月第３月曜日（祝日の場合 

 

は翌週月曜日）とする。 

  ・時間：１３時から１６時 

  ・場所：北ぶらくり丁内（詳細は後日） 

  ・リビング和歌山に掲載、手作りチラシ作成予定。 

  ・参加できる相談員を女性部会員より募る。 

 

・日時・場所 平成２２年６月３日（木）本会事務局 

＊議 題 

①女性部会無料相談会について 

  ・６月２１日の相談員を決め、記録表・名札・の

ぼり・関係書類等を用意する。 

  ・パンフレットを作成し、関係機関等に配布する。 

  ・和歌山市、那賀、海南支部に支援をお願いする。 

  ・今後の広報の方法として、市報和歌山・回覧板

等の活用を検討する。 

 

 

【電子情報特別委員会】 

 
第１回委員会 

・日時・場所 平成２２年５月２１日（金） 

ＰＭ２：００～４：３０ 本会事務局 

＊議 題 

①県担当者会議について 

   会議日程を決める。 

②ホームページ「車庫証明」サイト新設について 

エクセルにより作成し、費用については、運輸

交通委員会の負担とする。 

③業務ＰＲ（取扱業務）エントリーの集金について 

請求書の作成は、委員長が行う。請求書発行を

６月１０日までとし、振込期限を６月末日とす

る。 

④ホームページ作成研修会について 

以前作成したものが、バージョン等の相違によ

り不具合あり。今後個別に実践実地し、その情報

を持ち寄り解明していく。 

 

第２回委員会 

・日時・場所 平成２２年７月７日(水) 

ＰＭ３：１５～４：３０ 本会事務局 

＊議 題 

１．県担当者会議今後の協議について 

２．ホームページ「車庫証明」サイト新設について 

①【県担当者会議について】 

   本日、午後１時３０分より 県庁において電子

申請についての協議を行った。 

②【ホームページ「車庫証明」サイト新設について】 

  ＊７／９当サイトを新設、運用開始する。 

  ＊運輸交通委員会担当者、上野氏を委員会に参加

してもらい、これらを説明し、承諾を得た。 

   この費用８万円は運輸交通委員会が負担する。 
 



 

 

 

和歌山県電子申請システム担当者と 

行政書士代理業務について協議 

 

平成２２年 ７ 月 ７ 日（水） 

於；企画部企画政策局情報政策課 

平素は、電子情報特別委員会の活動に対し、ご理

解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、当委員会では、「高度情報化社会における業務

の改革に向け、ＯＡ機器等の操作技術の向上と活用の

促進、及び会員への成果の還元を図るとともに、本会に

電子システムを構築すること、また電子申請を推進する

ことで行政書士業務の円滑を図ること」を達成するため

活動しておりますが、その一環として、以前より要望書を

持って県庁を訪問してきました。 

そして、今年度も７月７日、電子申請に関与する県職

員の方々と協議してまいりました。 

企画部企画政策局情報政策課から２名、県土整備

部県土整備政策局技術調査課から２名、和歌山県行

政書士会より、宇和副会長、当委員会より、尾崎達

哉委員長、小谷 正会員、阿部杏子会員が出席しま

した。 

まず協議に先立ち、今までの電子申請における県の

対応、特に行政書士による代理申請ができるシステムを

構築していただいたことについて、感謝の意を伝えまし

た。 

それとともに、誰でも代理申請ができること、他士業に

よる非行政書士行為という行政書士法違反があることか

ら、代理申請をどの範囲に限定するかという課題がある

こと、電子申請の対象分野を広げてもらうという課題があ

ることを話しました。 

また、行政書士会もみんなにシステムを理解して

もらい利用してもらえるようにするために、どのよ

うな普及活動をしていくかという課題があることを

話し、ご協力をお願いしました。 

 協議中には、他府県における電子申請の進捗状況

についても話すなど充実したものとなりました。 

これにより、今後、和歌山県が電子申請を推進さ

れるにあたり、官公署への手続きにおける行政書士

の代理業務の遂行がより幅広くできるようシステム

設計がなされ、行政書士の業務範囲が一層に拡がる

ことを願いつつ、ここにご報告させていただきます。 

報告者 電子情報特別委員会 阿部杏子 

 

 

 

 

ＡＤＲ法に基づく ＡＤＲ認証機関 

「行政書士ＡＤＲセンター和歌山」開設!! 

 

平成 22 年 5 月 25 日、法務省より認証通知書の交付

を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行政書士ＡＤＲセンター和歌山」は、法務省「かいけ

つサポート」の認証紛争解決事業者等第７２号として事

業を開始することとなります。  

 

 

 

 

 

 

行政書士会としては、東京会、愛知会、京都会、新潟

会に続き、全国で 5 番目の認証となります。取り扱う紛争

分野は、日常生活に起こる身近なトラブルで下記２項目

です。 

①外国人の職場環境・教育環境に関する紛争 

②自転車事故に関する紛争です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[報道メディア、新聞各社の取材を受けました。] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法制定６０周年 ＡＤＲ認証 記念式典 

実行委員長 池田卓司 

 

本日ここに、記念式典を挙行するにあたり、ささ

やかな祝宴を催しましたところ、公務ご多忙の中を 

県知事様をはじめ 和歌山地方裁判所 所長様、和

歌山市長様、国会議員の先生、県会、市会議員の先

生、また日本司法支援センター和歌山所長様、和歌

山公証人会会長様、和歌山商工会議所専務様、そし

て、和歌山弁護士会はじめ専門士業の皆様ほか、こ

のように多くの皆様のご臨席を賜り、盛大に開催で

きましたことを厚く御礼申し上げます。 

また、式典に先立ち先程は、記念講演をいただき

ました、中京大学法科大学院教授の稲葉先生にも引

き続き御来賓として、ご参加いただいております。

大変ありがとうございます。 

今回のＡＤＲセンターの法務大臣認証にあたりま

して、和歌山弁護士会会長様をはじめご担当いただ

きました、弁護士の先生方には、大変なご協力とご

支援をいただきましたことを、この場をお借りし、

心から御礼申し上げます。 

さて、このたび 和歌山県行政書士会では、行政

書士法制定 60 周年並びにＡＤＲ（裁判外紛争解決手

続）実施機関として行政書士ＡＤＲセンター和歌山

が和歌山県内初の法務大臣の認証取得機関となりま

したのを記念して、記念式典を開催する運びとなり

ました。 

行政書士法は、終戦間もない昭和 26 年に制定され

まして、行政手続の充実と国民の利便の向上を目的

として、社会環境に対応した法改正を重ねながら今

日に至っております。その間、情報技術の伸展に伴

い、行政手続の電子化など社会環境も大きく変化し

てまいりました。行政書士会では、時代の要請に応

えるべく、会員の研修や各種情報の収集普及に努め、

国民の利便の向上を目的とした法制度の趣旨に副う

よう取組を進めてきたところです。  

60 周年を契機として、更に、県民の皆様に親しみと

信頼をもっていただける行政書士業務の充実に取組

んでまいります。 

また、和歌山県行政書士会が平成 16 年初頭から取

組んでまいりました行政書士ＡＤＲセンター和歌山

が法務大臣から裁判外紛争解決手続機関として平成

22 年 5 月 25 日付けで認証されました。 

平成 16 年 12 月１日公布、平成 19 年４月１日施行

となりました裁判外紛争解決手続の利用の促進に関

する法律（通称：ＡＤＲ法）。この法律は、法第１章

総則第１条に示されるように、社会経済情勢の変化

に伴い、訴訟手続きによらず民事上の紛争の解決を

しようとする当事者のため、公正な第三者が関与し

て、紛争の解決を図る手続きを定めたものです。 

この法律には、民間紛争解決手続の業務に関し、

法務大臣が認証する制度が設けられています。 

これを受けて和歌山県行政書士会では、社会貢献事

業の一環としての活動としてＡＤＲに取り組みを開

始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 4 月（17 日）には、ＡＤＲ特別委員会を

設置（和歌山県行政書士会内部組織）し、同年 7月

10 日に行政書士ＡＤＲセンター和歌山を創設。 

翌、平成 17 年（5月 7日）弁護士会にＡＤＲセン

ター設置の報告と支援のお願いをいたしました。そ

の後、ＡＤＲ認証申請に向けて、現在まで、手続実

施者の養成研修、調停の実務研修や行政書士無料相

談事業等を実施しながら、規則等の制定や申請準備

を行っています。 

平成 19 年 7 月 10 日会則の変更認可（和歌山県知事） 

平成 22 年 1 月 19 日和歌山弁護士会との協定書締結 

平成 22 年 2 月 15 日 ADR 認証申請を法務大臣に提出 

平成 22 年 5 月 25 日には、行政書士ＡＤＲセンター

和歌山が法務大臣の認証を受けることとなりました

ことをご報告させていただきます。 

ＡＤＲセンターは、紛争の当事者に裁判外におい

て適切な紛争解決手続を提供することにより行政書

士としての社会的役割をはたし、そして地域社会の

健全な発展に寄与する社会貢献事業を積極的に推進

してまいりたいと考えています。 

今後とも会員の皆様の変わらぬご理解とご協力を、

そして関係諸団体の皆様の更なるご指導・ご鞭撻を

賜りますよう心よりお願い申し上げます。 



 

 

 

ＡＤＲ手続フロー図 

 
 

 

 

①調停手続の利用希望者には、ＡＤＲセンター長又はＡＤＲセンター長が指

名するＡＤＲ相談員が調停手続についての説明と相談をお受けします。 

②ＡＤＲセンターへの調停申込書の提出 
＊運転免許証、パスポートその他本人確認できる資料が必要です。 

④【受理】調停手続の開始 【不受理】通知・調停申込書の返還 

⑤ＡＤＲセンター長が相手方に調停申込があったことを通知 

⑥ＡＤＲセンター長が相手方の調停手続への参加の意思を確認 

＊ADR センター長又は ADR センター長の指名する ADR 相談員が相手方に調停手続

についての説明と相談を行い調停手続への参加を促します。 

③ＡＤＲセンター長による受理・不受理の決定 

⑦相手方の調停手続の依頼 

（調停受諾書の提出） 

⑧ＡＤＲセンター長が調停人を選任 

⑨第 1回調停期日 

＊第 1回調停期日の日程調整はセンター長が行い 

第 2回以降は調停人が調整して決定します。

⑩第 2回調停期日 

⑪第ｎ回調停期日 

⑫当事者による手続終了 

･申込人の申込の取り下げ 

･相手方の手続終了の申出 

合意の成立による終了 調停人による手続終了

事由による終了 

相手方が調停手続への参加拒否又は参

加の意思確認不可による終了 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度も行政書士制度広報月間の活動の一環として、ＮＰＯ法人和歌山成年後見サポートセンターと

の協賛により、下記のとおり街頭無料相談会を開催致しました。 

 本年度は新聞等の広報により、例年より相談件数は増加致しました。 

 

記 

＜日 時＞   平成２２年１０月２日（土） 午後１時～午後４時 

＜場 所＞   和歌山駅前わかちか広場 

＜相談員＞   会長はじめ相談員合計１５名 

＜相談件数＞  合計  １５件 

        相談内容 

 相続・遺言関係  ５件 

 土地関係     ３件 

 内容証明     ２件 

 建設業許可    １件 

         交通事故関係   １件 

         会社設立     １件 

         成年後見     １件 

         その他      １件 

 

 

 



 

 

 

行政書士会に入会して 

 

和歌山市支部 渡部正浩 

諸先輩方から、さまざまなアドバイスをして頂き、

大変有意義な一日でした。 

改めて、現実の厳しさを聞き、正直、これから行

政書士としてやっていけるか不安ではありますが、

先輩方に少しでも近づけるよう、頑張ろうと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山市支部 宮本知生 

入会してから半年、和歌山会で催される様々な研

修会や、おりにふれてお会いする行政書士の先生方

からのお話のおかげで、知識が日々増えていくのを

実感しております。 

これからも積極的に行動してその知識を実践し、

いろんな方々のお役にたてるよう、またお世話にな

った和歌山会の先生方に少しでも恩返しができるよ

う精進してまいる所存です。 

 

 

和歌山市支部 神山和幸 

昨年９月に行政書士として登録させていただき、

はや９カ月以上が経ちました。 

まだ右も左も分からない状態ではありますが、一歩

ずつ、あるいは半歩ずつ、前進しております。これ

からも、諸先輩方はじめ様々な分野の先生方のご指

導を仰ぎつつ努力を重ねて参ります。 

これからもよろしくお願いいたします。 

【平成２２年度定時総会、新規登録出席者】 





 

 

 

 

 

 

 

◆退 会 者 

小原  進（那賀）Ｈ２１．１２．１０付   山西 一男（御坊）Ｈ２１．１２．２４付 

田坂 滝男（和市）Ｈ２１．１２．３１付    森   雅宏（和市）Ｈ２１．１２．３１付 

前田 直樹（和市）Ｈ２２． ２．２８付   中  良平（那賀）Ｈ２２． ３． ４付 

山岡 臣雄（和市）Ｈ２２． ３．３１付    辻本 晋三（和市）Ｈ２２． ３．３１付 

田端 紀男（御坊）Ｈ２２． ３．３１付    鍛治 幸雄（有田）Ｈ２２． ４．３０付 

岩本 壽樹（海南）Ｈ２２． ４．３０付    口井 利彦（和市）Ｈ２２． ６．３０付 

坂上東洋士（有田）Ｈ２２． ６．３０付    青谷 満久（那賀）Ｈ２２． ７． ９付 

保田  実（田辺）Ｈ２２． ７．２０付     大炭 忠義（田辺）Ｈ２２． ９．１７付 

中井  暁（伊都）Ｈ２２． ９．３０付 

 

ご逝去  御坊支部    稲垣 日出男  Ｈ２２． ２．２０付 

              和歌山市支部  浅見   實  Ｈ２２． ９．１２付 

                                        （敬称略） 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

農地法関係事務処理手引きについて 

 

県農林水産総務課より、「農地法関係事務処理手引き（改訂版）」を作成しましたとの連絡があ

りました。 

「農地法等の一部を改正する法律（平成２１年１２月１５日施行）」の施行により、今まで以

上に良好な営農条件を備えている農地を確保しつつ、計画的・合理的な土地利用の促進に努めな

ければなりません。 

 しかしながら、農地法の適正な運用に当たり、関係法令集や通達等に基づき事務処理を進めて

いるところでありますが、社会・経済情勢の変化などにより、事案の内容も益々複雑化、多様化

する傾向にあります。 

 この「手引き」は、こうした事案の事務処理に当たって、簡便に該当項目を探しだすことを目

的として編集したものです。（県ホームページより） 

なお、当該手引きについては、和歌山県ホームページに掲載（下記ＵＲＬ）していますので、ご

確認頂きますようお願い致します。 

記 

 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/nouchihou.html 



 

 

 

 

 

 

＊[事]は事務局 

平成２２年 

 ４月 １日 (木） 試験委員会            [事] 

    ６日（火） 実務研修委員会        [事] 

    ８日（木）  正副会長会議         [事] 

        ９日（金）  経理部会           [事] 

   １０日（土） 御坊支部総会（笠野会長出席） 

                   [いさみ寿司] 

   １３日（火） ＡＤＲ特別委員会 

（奈良会担当者来訪）     [事] 

   １４日（水） 無料相談会          [事] 

   １６日（金） 会計監査           [事] 

   ２０日（火）  女性部会           [事] 

   ２１日（水） 那賀支部総会 

（西山副会長出席）[ホテルいとう] 

   ２３日（金）  理事会    [和歌山ビック愛] 

      ２８日（水） 入会説明会          [事] 

 

 ５月 ６日（木） 有田支部総会 

（笠野会長出席）  [湯浅食堂] 

    ７日（金） 田辺支部総会 

（笠野会長出席） [銀ちろ本店] 

    ８日（土） 海南支部総会 

（笠野会長出席）     [銀鈴] 

   １０日（月） 新東支部総会（笠野会長出席）        

[新宮市地域職業訓練センター] 

   １１日（火） 和歌山市支部総会 

 （笠野会長出席）   [華月殿] 

   １２日（水） 無料相談会            [事] 

   １４日（金） 伊都支部総会 

（笠野会長出席）  [河内長野荘] 

   １７日 （月）   実務研修会   [和歌山ビッグ愛] 

      １９日（水） 正副会長会議         [事] 

      ２０日（木） ＡＤＲ特別委員会       [事] 

   ２１日（金） 電子情報特別委員会      [事] 

   ２４日（月） 綱紀委員会          [事] 

   ２５日（火） 弁護士会新役員披露パーティー 

（池田副会長出席） 

[ホテルアバローム紀の国] 

   ２６日（水） 大阪会総会（坂口副会長出席）   

[ホテル大阪ベイタワー] 

     〃         兵庫会総会（西山副会長出席）              

[ホテルオークラ神戸] 

   ２７日（木） 総会前の打合せ会議      [事] 

     〃         議事運営委員会           [事] 

   ２８日（金）  土地家屋調査士会総会 

 

 

（池田副会長出席） 

[ホテルグランヴィア和歌山] 

   ２９日（土）  定時総会           [華月殿] 

 

 ６月 ３日（木） 女性部会           [事] 

    ８日（火） 正副会長会議             

[ホテルグランヴィア和歌山] 

      〃         近協会長会議             

          （笠野会長、坂口・宇和・西山・

池田・武田各副会長、髙川総務

部長出席） 

[ホテルグランヴィア和歌山] 

    ９日（水） 無料相談会              [事] 

   １１日（金） 社会保険社労士会総会 

（笠野会長出席）   [華月殿] 

    〃       近協知的財産権担当者会議 

（吉村委員長出席） 

     [大阪府行政書士会] 

   １４日（月） 入会説明会         [事] 

   １５日（火） 綱紀委員会         [事] 

   １６日（水） ＡＤＲ特別委員会 

（大阪会担当者来訪）    [事] 

１７～１８日 日行連総会                           

          （笠野会長、西山副会長、 

髙川総務部長出席） 

[岡山プラザホテル] 

   ２１日（月） 広報部・ＡＤＲ特別委員会 

合同会議         [事] 

    〃        女性行政書士による女性 

のための無料相談会 

      [ぶらくり丁会館隣り] 

   ２３日（水） 総務部会             [事] 

   ２４日（木） 日行連法規監察部会 

（笠野会長出席）    [日行連] 

   ２８日（月） 入会説明会           [事] 

   ２９日（火） 正副会長会議         [事] 

 

７月 ２日（金） 京都会ＡＤＲ認証記念 

シンポジウム(池田副会長出席） 

[京都市国際交流会館] 

    ５日（月） 専門士業定期総会                 

         （笠野会長、坂口・西山・池田・武 

田各副会長、髙川総務部長出席）

[ダイワロイネットホテル] 

    〃     近協ＨＰ担当者会議 

（尾崎委員長、阿部副委員長出席） 

[大阪府行政書士会] 



 

 

 

 

    ６～７日  日行連法規監察部会 

（笠野会長出席）     [日行連] 

    ７日（水） 県との打合せ会議 

（電子情報特別委員会） [県庁] 

    ８日（木） 企画部会          [事] 

    ９日（金） 近協引き継ぎ会                                 

          （笠野会長、坂口副会長、髙川総

務部長出席） 

[兵庫県行政書士会] 

   １２日（月） 行政書士ＡＤＲセンター和歌山運

営委員会            [事] 

   １３日（火） 監察部会            [事] 

      〃   業務部会           [事] 

   １４日（水） 無料相談会           [事] 

   １５日 (木) 理事会     [和歌山ビック愛] 

   １６日（金） 実務研修会  [和歌山ビック愛] 

      〃   行政書士試験説明会               

          （笠野会長、池田委員長、事務局

職員出席）  [富士屋ホテル] 

      〃    土地家屋調査士会近畿ブロック

総会  （西山副会長出席） 

            [ホテルグランヴィア和歌山] 

   ２１～２２日 日行連理事会（笠野会長出席）        

[日行連] 

   ２３日（金） （財）わかやま産業振興財団訪問

（笠野会長、坂田部長、小谷副部 

長出席） 

   ２６日（月） 女性行政書士による女性のため

の無料相談会 

    [ぶらくり丁会館隣り] 

   ２８日（水） 記念式典実行委員会    [事] 

 

 ８月 ３日（火） 知的資産委員会       [事] 

    ５日（木） 運輸交通業務特別委員会 [事] 

   １１日（水） 無料相談会        [事] 

      〃   入会説明会           [事] 

    １６日（月） 女性行政書士による女性のため

の無料相談会 

[ぶらくり丁会館隣り] 

   １７日（火） 広報部・県民の友編集会議                

[事] 

   １８日（水） 近協会長会議（笠野会長出席）            

[事] 

   １９日（木） 業務調査         [事] 

   ２０日（金） 建設特別委員会幹事会   [事] 

      〃    正副会長会議 

記念式典実行委員会     [事] 

 

 

   ２３日（月） 試験委員会         [事] 

      〃    近協知的財産権担当者会議 

（吉村委員長出席） 

[大阪府行政書士会] 

   ２８日（土） 法定業務研修（１日目）        

[和歌山ビック愛] 

 ９月 ２日（木） 和歌山放送会長インタビュー      

[事] 

    ３日（金） 人権研修会   [紀南文化会館] 

    ５日（日） 近畿女性行政書士協議会 

第１４回総会・交流会 

          （坂田副部会長、岩橋部員出席） 

                       [ホテル北野プラザ六甲荘] 

    ７日（火） 成年後見特別委員会     [事] 

    ８日（水） 無料相談会         [事] 

   １０日（金） 正副会長・支部長・部長合同会議     

[和歌山ビック愛] 

      〃    建設特別委員会幹事会 [一橋庵] 

   １３日（月） 入会説明会            [事] 

   １５日（水） 実務研修会  [和歌山ビック愛] 

    １６日（木） ＡＤＲ認証取得・法制定６０周年

記念講演・式典 

[ホテルグランヴィア和歌山] 

   １８日（土） 法定業務研修（２日目） 

                  [和歌山ビック愛] 

   ２２日（水） 日行連講師養成研修 

（髙川総務部長出席） [日行連] 

   ２４日（金） 法定業務研修採点      [事] 

   ２５日（土） 知的資産実務研修会（１日目）     

[勤労者総合センター] 

   ２７日（月） 女性行政書士による女性のため

の無料相談会 

        [ぶらくり丁会館隣り] 

      〃    近協ＨＰ担当者会議                   

          （尾崎委員長、阿部副委員長出席）  

[大阪府行政書士会] 

   ２８日（火） 日行連法規監察部会 

（笠野会長出席）      [日行連] 

   ２９日（水） 専門士業理事会 

（笠野会長、坂口副会長） 

[華月殿] 

   ３０日（木） 日行連会長会議（笠野会長出席）        

[ウェスティン都ホテル京都] 



 

 

 

 

和歌山地方法務局からのお知らせ 

 

今般、商業・法人登記事務につきまして以下のとおり取扱庁を変更することとなりましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）不動産登記事務につきましては、取扱いの変更はございません。 

注２）下記の事務につきましては、変更前の取扱庁で引き続き取り扱います。 

・商業・法人登記に係る登記事項証明書、印鑑証明書の交付事務（動産・債権譲渡登記に係る概要記録事

項証明書の交付事務を含む。） 

   なお、登記事項要約書の交付事務は取り扱いません。 

  ・印鑑カードの交付事務 

  ・印鑑カードの廃止事務 

  ・電子証明書の発行事務 

  ・電子証明書の使用廃止事務 

  ・電子証明書識別符号（休止届出用暗証コード）の変更事務 

注３）商業・法人登記の申請、登記事項証明書及び印鑑証明書の請求は、オンライン申請や郵送申請によって

も行うことができます。  

   手続等の詳細につきましては、法務省ホームページ（http://shinsei.moj.go.jp/）を御参照下さい。 

注４）取扱庁の変更に伴い必要となる登記申請手続等はございません。 

 

＊お問い合わせ先 

  和歌山地方法務局登記部門（総括係） 代表０７３－４２２－５１３１（内線 ２３２） 

現在の取扱庁 変更後の取扱庁 変更年月日 

 岩出出張所 和歌山地方法務局登記部門 平成２２年 ７ 月２０日（火）

 田辺支局 同 上 平成２２年 ９ 月 ６ 日（月）

 御坊支局 同 上 平成２２年１１月２９日（月）

 橋本支局 同 上 平成２３年 １ 月１１日（火）

 新宮支局 同 上 平成２３年 ３ 月２８日（月）



 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表紙 photo の説明】 

日ノ御埼（ひのみさき）は、和歌山県日高郡日高

町及び美浜町の町境に位置し、「日の岬」とも。 

紀伊半島の最西端。標高約 100m で、頂上には 1895

年（明治 28 年）1月 25 日初点灯の紀伊日ノ御埼灯台

がある。 

煙樹ヶ浜（えんじゅがはま）は、和歌山県日高郡

美浜町にある海岸。 

煙樹海岸県立自然公園に指定され、太平洋に臨み

日高川河口から約４km にわたり弓なりに砂利の海岸

が続く。 

背後には初代紀州藩主徳川頼宣が防潮林として植

えさせたという松林がある。 

日本の白砂青松 100 選に選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

編集後記 

 

平素は広報部の活動にご理解、ご協力いた

だき誠にありがとうございます。 

広報部員として４年目を迎えましたが、行

政書士の社会的認知度を高めることの難しさ

を実感しております。今後も無料相談会や新

聞広告等を通じて広報活動を行ってまいりま

すが、会員の皆様にも何か良いアイデアがあ

ればご意見を賜りたく思います。 

また「行政書士ＡＤＲセンター和歌山」が

法務省より認証を受けました。新たな社会貢

献の場となるよう会員の皆様のご協力をお願

い致します。 

広報部一同微力ではございますが、少しで

も皆様のお役に立てるよう努力してまいりま

すので今後ともご指導、ご鞭撻よろしくお願

い申し上げます。 

 

           広報部員 中島正樹 


